
資料21－1－16    グループ・コングロマリットの一体的な実態把握状況

（本邦金融機関等）

金 融 機 関 等 名

あ い お い 損 害 保 険 14. 8. 20 14. 9. 3 14. 10. 18 15. 3. 12

あ い お い 生 命 保 険 14. 8. 20 14. 8. 30 14. 9. 26 15. 3. 12

金 融 機 関 等 名

野 村 證 券 14. 8. 26 14. 11. 18 15. 6. 12

野村アセットマネジメント 14. 8. 26 14. 11. 14 15. 5. 21

金 融 機 関 等 名

日本ビルファンドマネジメント 14. 12. 2 15. 1. 23 15. 5. 21

日本ビルファンド投資法人 14. 12. 2 15. 1. 23 15. 5. 21

金 融 機 関 等 名

福 岡 シ テ ィ 銀 行 15. 1. 9 15. 1. 23 15. 2. 21 15. 6. 12

長 崎 銀 行 15. 1. 9 15. 1. 23 15. 2. 18 15. 5. 16

金 融 機 関 等 名

日 本 興 亜 損 害 保 険 15. 2. 4 15. 2. 18 15. 3. 28 15. 7. 18

日 本 興 亜 生 命 保 険 15. 2. 4 15. 2. 18 15. 3. 26 15. 7. 18

金 融 機 関 等 名

信 金 中 央 金 庫 15. 5. 6 15. 5. 16 15. 6. 20 15. 10. 9

し ん き ん 証 券 15. 5. 8 15. 6. 11 15. 12. 19

立入検査終了日検査結果通知日

予  告  日 立入検査開始日立入検査終了日検査結果通知日

－

－

－

立入検査開始日予  告  日

検査結果通知日

－

予  告  日

予  告  日

－

予  告  日

予  告  日 立入検査開始日立入検査終了日

立入検査終了日

立入検査開始日

立入検査開始日

検査結果通知日立入検査開始日立入検査終了日

検査結果通知日

立入検査終了日検査結果通知日
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（外国金融機関等）

金 融 機 関 等 名

ビ ー ･ エ ヌ ･ ピ ー ･ パ リ バ
銀 行 東 京 支 店

14. 8. 26 14. 10. 25 15. 3. 19

ビ ー ･ エ ヌ ･ ピ ー ･ パ リ バ
信 託 銀 行

14. 8. 26 14. 10. 3 15. 3. 19

ﾋ ﾞ ｰ ･ ｴ ﾇ ･ ﾋ ﾟ ｰ ･ ﾊ ﾟ ﾘ ﾊ ﾞ 証券
会社東京支店･ ﾀ ﾞ ｲ ﾚ ｸ ﾄ支店

14. 8. 26 14. 10. 25 15. 3. 19

ﾋ ﾞ ｰ ･ ｴ ﾇ ･ ﾋ ﾟ ｰ ･ ﾊ ﾟ ﾘ ﾊ ﾞ
ｱ ｾ ｯ ﾄ ﾏ ﾈ ｼ ﾞ ﾒ ﾝ ﾄ

14. 8. 26 14. 10. 29 15. 4. 10

金 融 機 関 等 名

ｼ ﾞ ｪ ｰ ･ ﾋ ﾟ ｰ ･ ﾓ ﾙ ｶ ﾞ ﾝ ･ ﾁ ｪ ｰ ｽ
･ ﾊ ﾞ ﾝ ｸ ( 銀 行 ) 東 京 支 店

14. 11. 18 15. 2. 3 15. 5. 29.

モ ル ガ ン 信 託 銀 行 14. 11. 18 15. 1. 23 15. 5. 29.

ジ ェ ー ・ピ ー・ モル ガン
証 券 会 社 東 京 支 店

14. 11. 18 15. 1. 29 15. 5. 29.

ｼ ﾞ ｪ ｰ ･ ﾋ ﾟ ｰ ･ ﾓ ﾙ ｶ ﾞ ﾝ ･ ﾌ ﾚ ﾐ ﾝ ｸ ﾞ
･ ｱ ｾ ｯ ﾄ ･ ﾏ ﾈ ｼ ﾞ ﾒ ﾝ ﾄ ･ ｼ ﾞ ｬ ﾊ ﾟ ﾝ

14. 11. 18 15. 1. 29 15. 7. 31.

ｼ ﾞ ｪ ｰ ･ ﾋ ﾟ ｰ ･ ﾓ ﾙ ｶ ﾞ ﾝ ･ ｲ ﾝ ﾍ ﾞ
ｽ ﾄ ﾒ ﾝ ﾄ ･ ﾏ ﾈ ｰ ｼ ﾞ ﾒ ﾝ ﾄ ･ ｲ ﾝ ｸ

14. 11. 18 15. 1. 29 15. 7. 31.

金 融 機 関 等 名

ｴｰﾋﾞｰｴﾇ･ｱﾑﾛ･ﾊﾞﾝｸ･ｴﾇ･ﾌﾞｲ
（ 銀 行 ） 東 京 支 店

15. 2. 19 15. 4. 8 15. 7. 9.

エ ー ビ ー エ ヌ ・ ア ム ロ
証 券 会 社 東 京 支 店

15. 2. 19 15. 4. 11 15. 7. 9.

金 融 機 関 等 名

香 港 上 海 銀 行 東 京 支 店 15. 4. 22 15. 6. 10 15. 11. 19.

HSBC 証 券 会 社 東 京 支 店 15. 4. 22 15. 6. 10 15. 11. 19.

Ｈ Ｓ Ｂ Ｃ ア セ ッ ト
･ マ ネ ジ メ ン ト

15. 4. 22 15. 6. 10 15. 11. 19.

（注１）当局による立入権限の行使は予告検査の場合は予告日（無予告検査の場合は立入検査

      開始日）をもって開始し、原則として検査結果通知日をもって終了する。

      （立入検査の根拠法令は資料21－1－20を参照）

（注２）このほか、野村證券については、本社の検査の実施と併せて海外拠点に対する実態把

      握を行っているところ。
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